
在宅医療圏等の設定に係る経過と今後の進め方

1

＜資料５＞



内　容

　　　１　次期医療計画策定のポイント（在宅医療圏の設定他）　　　　

　　　２　会議等での検討及び地域等への説明の経過

　　　３　郡市医師会・市町行政連絡協議会（8/3）の検討状況

　　　４「在宅医療圏」の検討状況　

　　　５「積極的医療機関」の検討状況

　　　６「連携拠点」の検討状況　

　　　７　積極的医療機関、連携拠点に対する支援策の検討

　　　８　今後の進め方
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次期医療計画策定のポイント（国研修会資料から）
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１　次期医療計画策定のポイント（国研修資料から）
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在宅医療の圏域とは（国研修会資料から）１－２　在宅医療の圏域とは（国研修資料から）
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関とは（国研修会資料から）

 医療計画へ位置付けること。

 医療計画へ位置付けること。また、同機関については、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院等の地域において在宅医療を担っている医療機関の中から位置付けることが想定さ
れる。

（令和５年３月31日医政局地域医療計画課長通知）より抜粋

R5.6.14第１回シズケアサ
ポートセンター企画委員会

資料４改

１－３在宅医療において積極的役割を担う医療機関とは（国研修資料から）
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◎ 掛川東病院
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菊川市立総合病院

☆

静岡てんかん・神経医療センター
☆

県内在宅療養支援診療所(病院)、在宅療養後方支援病院の届出状況（R5.2厚生局公表）
在宅療養支援診療所・・・①24時間連絡を受ける体制の確保②24時間の往診体制③24時間の訪問看護体制④緊急時の入院体制
（在支診）　　　　　　　（在支診は連携先でも可）⑤連携する医療機関等への情報提供⑥年に１回、看取り数等を報告している⑦適
　　　　　　　　　　　　　　　　切な意思決定支援に係る指針を作成していること
在宅療養支援病院・・・上記在支診の①～⑦に加え、⑧許可病床200床未満であること又は当該病院を中心とした4km以内に診療所
（在支病）　　　　　　　が存在しないこと⑨往診を担当する医師は病院当直を担当しない
在宅療養後方支援病院・・・病床200床以上の病院で連携する在宅医療を提供する医療機関の求めに応じて、あらかじめ届け出た在宅
（在後病）　　　　　　　　　　患者を24時間受入可能な体制を敷く病院。3ヶ月に1回以上の連携医療機関との情報交換の実施も必要
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※市町名下の丸数字は各市町内の在宅療養支援診療所の数（政令市は各区ごとに表示。）

遠江病院
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◎

静岡済生会総合病院

◎★

静岡赤十字病院

順天堂大学静岡病院

◎

浜松医療セン
ター

◇  高度救命救急センター
◎  救命救急センター
★  救急医療情報センター
    （情報センターは静岡市に設
置 ）

◇

総合病院聖隷三方原病院

◎

沼津市立病院

沼津市

御前崎市

伊豆の国市
◎

◎

磐田市立総合病院

◎

総合病院聖隷浜松病院

賀茂
４

伊東
１

熱海
３

駿豆
12(10)

御殿場
５

富士
５

静岡
５

清水
５

志太榛原
５

中東遠
５

西遠
７

北遠
２

◇

静岡県立総合病院2次救急医療圏地域名

入院救急医療を担う
医療機関(病院)数

◎

中東遠総合医療センター

◎

藤枝市立総合病院

第２次・第３次救急医療体制図（令和５年４月１日時点）



在宅医療に必要な連携を担う拠点とは（国研修会資料から）

とされている

 と。
  在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅

　　医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携を図る事が重要である。
　　　また、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、在宅医療に必要な連携を担う拠
　　点とが同一となることも想定される。さらに障害福祉に係る相談支援の取組との整合

 性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。

①目標
・ 多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること
・ 在宅医療に関する人材育成を行うこと　・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと
・ 災害時及び災害に備えた体制構築への支援を行うこと
②在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項
・ 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供
　状況の把握、災害時対応を含む連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること
・ 地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地域の医療及び介　　　
　護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相
　談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにまた
　がる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと
・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による急変時の対応や24 時
　間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること
・ 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情
　報の共有を行うこと
・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること

（令和５年３月31日医政局地域医療計画課長通知）より抜粋

１－４　在宅医療において必要な連携を担う拠点とは（国研修資料から）
R5.6.14第１回シズケアサ
ポートセンター企画委員会

資料４改
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9

月日 名称 内容

６月14日 シズケアサポートセンター企画委員会
（在宅医療にかかる専門家会議）

在宅医療圏の設定等に関する
協議

６月27日 保健所長会 国資料に基づく在宅医療圏の
設定等に関する説明

６月～７月 地域医療協議会 国資料に基づく在宅医療圏の
設定等に関する説明

６月～７月 地域包括ケア推進ＮＷ会議圏域会議 国資料に基づく在宅医療圏の
設定等に関する説明

７月12日 医療対策協議会 国資料に基づく在宅医療圏の
設定等に関する説明

８月３日 郡市医師会・市町行政連絡協議会 郡市医師会及び市町による
在宅医療圏設定等の検討

８月９日 医療計画策定部会 国資料に基づく在宅医療圏の
設定等に関する説明

９月29日 シズケアサポートセンター企画委員会
（在宅医療にかかる専門家会議）

医療計画策定に向けた今後の
進め方の検討

２　会議等での検討及び地域等への説明の経過
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 ２－２ シズケアサポートセンター企画委員会
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回次 検討内容
第１回
(R5.6.15)

・在宅医療圏等に係る国方針の説明
・県方針作成に係る意見聴取

第２回
(R5.9.29)

・これまでの経緯と検討状況報告
・県方針説明、意見聴取

第３回
(R6.1.18予定)

・県方針を受けての地域医療協議会等で
の検討状況

●シズケアサポートセンター（静岡県地域包括ケアサ
 ポートセンター）とは・・・

・静岡県医師会に令和２年度に設置された、県内各 
地における地域包括ケア推進の取組を支援し、関
係機関との架け橋となる拠点。

・同センター内に設置された企画委員会では、地域
包括ケアの推進に向けた課題の抽出及び優先付け、
解決策（事業）の提案などを行う常設の委員会。

・次期保健医療計画等の策定にあたり、在宅医療分
野について検討を行う常設の委員会として位置付
けられている。

・次期計画に必要となった、「在宅医療圏」等につ
いても、検討を行っている。

※第２回出席者

●同委員会の開催状況



 ３ 郡市医師会・市町行政連絡協議会（8/3）概要
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 ３－２ 郡市医師会・市町行政連絡協議会（8/3）での検討状況

圏域 在宅医療圏 積極的医療機関 連携拠点

賀茂  

熱海伊東

駿東田方

・伊豆市、伊豆の国市、函南町 
・三島市 
・沼津市、清水町 
・裾野市、長泉町 
・御殿場市、小山町 
(近隣との連携は不可欠) 

(検討した在宅医療圏内に同医療機関が１つ
以上おけるよう検討）

市町 
(医療介護センター(郡市医
師会)) 
(市町が望ましいが足並みが
そろわない可能性がある。
その場合は保健所か) 
 

富士
２次保健医療圏 
（富士市、富士宮市） 

24時間対応ができる医療機関 
(役割分担して負担を分散) 
(富士在宅等の訪問診療特化している診療所) 

(現状は両市でやってるが、
この場での決定は困難) 

静岡 ２次保健医療圏（静岡市） 在支診、在支病 
静岡医師会・清水医師会 
（求められる事項の８割方
取り組んでいる） 

志太榛原

・焼津市 
・藤枝市 
・島田市、川根本町 
・牧之原市、吉田町 
(圏域が広いため医師会単位は難しい
(榛原)) 

圏域によっては、在宅支援を行う療養型病院
がない

・焼津市医師会 
・志太医師会 
 
・榛原医師会 

中東遠

・小笠医師会の範囲 
・磐周医師会の範囲 
・磐田市医師会の範囲 
(圏域を超えた補完体制が必要か？) 

(在支診で実質的に機能しているところは
少ない) 
(24時間対応は訪看Stの活用も視野に) 

(包括・介護サービスとの
連携が重要、入院先連携
室との連携も重要) 

西部 ２次保健医療圏（浜松市、湖西市） ・市

現状分析で終了
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現状分析で終了



　４　「在宅医療圏」に関する考え方（国の要件とこれまでの検討状況）

圏域の候補 利点 課題 主な意見（８月３日）

市町
単位　

・在宅医療・介護連携推進事
業と圏域の一体性が保たれる

・積極的医療機関の候補となる医療機関や急変
時対応可能な病院がない市町がある

・市単位で考えるのが現実的

　（志太榛原(焼津・藤枝)）

郡市医師会
単位

・地域の医療の単位と同じ
・積極的医療機関の候補となる医療機関や急変
時対応可能な病院がない郡市医師会がある
・２次圏域や市をまたぐ地域がある。

・在宅医療医療圏＝郡市医師会単位が望ましい
　（駿東田方(三島・田方・御殿場)、中東遠）
・近隣との連携が不可欠（東部(三島・御殿場)）
・エリアを越えた補完体制の確保が必要（中東遠）

保健所
単位　

・市町や郡市医師会との調整
が可能

・西部保健所管轄内の湖西市が飛び地となる。
・日常療養を基本に考えると、エリアが広すぎ
る。

意見なし

二次救急医療
圏

・圏域内で急変時の対応が完
結できる。

・市をまたぐ地域がある。
・日常療養を基本に考えると、エリアが広すぎ
る。

意見なし

二次医療圏
単位　

・現在の在宅医療圏が継続さ
れ高齢者保健福祉圏域と整合

・患者の急変時にも対応でき
る医療機関が圏域内に存在

・日常療養を基本に考えると、エリアが広すぎ
る。

・在宅医療圏は、現在の２次医療圏と同様でよい
　（富士・静岡・西部）

＜圏域の設定にあたっての検討＞

＜「在宅医療圏」に求められる事項＞
従来の二次医療圏にこだわらず、次の点及び地域包括ケアシステムの状況も踏まえて、地域の医療と介護資源等の実情に応じて弾力的に設定すること
　①「急変時の対応体制 （重症例を除く）」及び 「医療と介護の連携体制」の構築 が図られること

　②「在宅医療に おいて積極的役割を担う医療機関 (以下、「 積極的医療機関」という )」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点 (以下、「連携の
　　拠点 」という )」を圏域内に少なくとも１つは設定すること
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５「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」に関する考え方（国の要件とこれまでの検討状況）

積極的医療機関
の候補

利点 課題 主な意見（８月３日）

在宅療養
支援診療所、

在宅療養
支援病院等

・在宅診療患者に対し、
24時間対応が可能な医
療機関である。

・在支病連絡協議会調査
（R5.3-4）で回答が
あった施設の７割が、
「積極的医療機関」を担
う意向があった。

・診療報酬上取っているだけのた
め、医療機関の意向により積極的
医療機関になりたがらない施設も
ある。

・診療報酬上で対応できているも
のと、できていないものがある。

・圏域内では、24時間対応や急変時の受け入れができる医療機
関には限度がある（賀茂）

・圏域内では、24時間対応の可否が一番重要と考える（富士）

・役割分担して負担を分散（富士）

・在支診・在支病が適当（静岡）

・在宅療養を行う療養型病院がない（志太榛原）

・在支診で実質的に機能しているところは少ない（中東遠）

・24時間対応は訪看Stの活用も視野に入れたらどうか（中東
遠）

在宅からの入院
機能を有する医

療機関

・急変時の対応など在宅
医療をバックアップする
という姿勢を明確に打ち
出せる。

・在宅患者のためのベットを一定
程度確保し続ける財政的な負担。

・同上（静岡以外の意見）

＜積極的医療機関の設定にあたっての検討＞

＜「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」に求められる事項＞
１．夜間や医師不在時（特に１人医師が開業している診療所）、患者の病状の急変時等に診療を支援
２．在宅療養に移行する患者に必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけ
３．臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努める
４．災害時等にも適切な医療を提供するための計画を策定し、他の医療機関等の計画策定を支援
５．地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族等の負担軽減に繋がるサービスを適切に紹介
６．（入院機能を有する医療機関は、）患者の病状が急変した際の受け入れを行う

※積極的医療機関に求められる事項のほとんどは、診療報酬上の措置がないため、財政的な支援（県の支援）が必要
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　６「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に関する考え方（国の要件とこれまでの検討状況）

連携の拠点 利点 課題 主な意見（８月３日）※

市町　
・在宅医療・介護連携推進事業との
一体的実施が可能

・医療資源が市町内で完結しない
市町がある。

・障害福祉関係者未参加

・災害時の連携の対応ができてい
ない。

・市町が望ましい（駿東田方、西部）

・足並みが揃わない可能性（駿東田方）

・現状やってはいるがこの場での決定は困難（富士）

郡市医師会
・在宅医療・介護連携推進事業を市
町から委託し実施している郡市医師
会がある。

・組織が小さいところは対応でき
ない。

・医療介護センターが設置されている郡市医師会（駿
東田方）
・求められる事項の８割方できている（静岡）
・郡市医師会が適当（志太榛原）

保健所　
・市町・郡市医師会を超えて調整が
可能

・高齢者政策を保健所が所管して
いない。

・(足並みが揃わない場合には)保健所が妥当か（駿東
田方）

病院、診療所
訪問看護事業所

・医療関係者とのつながりが強い
・他の事業所や自治体との連携が
弱い場合がある。

意見なし

＜連携拠点の設定にあたっての検討＞

＜「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる事項＞
１． 医療、介護、福祉関係者による会議の開催　（例）市町村主催の地域ケア会議、医師会等の地域医療関係団体が開催する会議 等
２． 医療、介護、福祉サービスの所在地や機能を把握し、退院から看取りまでの医療を提供するための調整

　　（例）医療・介護等関係機関の調整等（災害時を含む）
３． 連携による 24 時間体制構築や多職種の情報共有促進　（例）グループ診療等の構築、多職種連携会議、ICT を活用した情報連携 等
４． 人材育成（例）医療従事者への研修、医介連携研修 等
５.   普及啓発（例） ACP 含む在宅医療に関する普及啓発 等

※拠点に対する機能として地域包括支援センター、介護サービスとの連携や、入院先医療機関の連携室との連携も重要との意見があった
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　７　積極的医療機関、連携拠点に対する支援策について

「連携の拠点」等については、市町村が実施する「在宅医療・介護連携推進事業※」の実施主体と同一となることも想定されることから、
県の支援策の検討に当たっては、市町との役割を明確にし、支援する事業内容を限定する必要がある

＜積極的医療機関、連携拠点に対する支援策の検討＞

※市町事業　(ア)地域の医療・介護の資源の把握、(イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、(ウ)切れ目のない在宅医療と在
　　　　　　宅介護の提供体制の構築推進、(エ)医療介護関係者の情報共有の支援、(オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援、(カ)医療
　　　　　　・介護関係者の研修、(キ)地域住民への普及啓発、(ク)在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

連
携
の
拠
点

求められる事項 市町事業 県支援が必要 備考

１． 医療、介護、福祉関係者による会議の開催 イ △ 障害福祉関係者が未参加、災害時の連携未対応

２． 医療、介護、福祉サービスの所在地や機能を把握し、
　　退院から看取りまでの医療を提供するための調整

ア △ 障害福祉サービスが対象外のため

３． 連携による 24 時間体制構築や多職種の情報共有促進 ウ、エ、オ × 24時間体制は(ウ)でいう提供体制に含まれる

４． 人材育成 カ △ 障害福祉関係者が対象外のため

５． 普及啓発 キ × 実施済み

積
極
的
医
療
機
関

求められる事項 市町事業 県支援が必要 備考

１．夜間や医師不在時（特に１人医師が開業している診療所）、患者
の病状の急変時等に診療を支援

－ △ グループを組んでいる在支診、在支病では対
応しているケースあり

２．在宅移行する患者に必要な医療及び介護、障害福祉サービス
が十分確保できるよう、関係機関に働きかけ

ウ、エ × 医療機関として個別ケース対応

３．臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現
場での研修を受ける機会等の確保に努める

－ △ 地域医療研修におけるニーズがあるため

４．災害時等にも適切な医療を提供するための計画策定と、他の医
療機関等の計画策定を支援

－ △ 医療機関としてＢＣＰの策定は必要であるた
め、支援が必要かは疑問

５．地域包括支援センター等との協働で、療養に必要なサービスや
家族等の負担軽減に繋がるサービスを適切に紹介

エ、キ △ 個別ケースには対応するが、地域との連携で
の紹介は対応できていない

６．（入院機能を有する医療機関は、）患者急変時の受け入れ － × 在支診、在支病の機能

○：何らかの支援が必要、△：一部支援が必要、×：支援の必要なし 16



令和５年

 　９月29日　シズケア企画委員会                         ： 8/3検討結果報告、地域で決定していくことの提案

    12月　  　第２回医療計画部会、医療審　          ： 医療計画素案の審議　

 　12-1月　　パブリックコメント

令和６年

　１月18日　シズケア企画委員会                         ： 地域での検討結果報告

　 ２月　　  第３回地域医療協議会                      ： 在宅医療圏・積極的医療機関・連携拠点について協議

 　３月　  　第３回医療計画部会、医療審             ： 医療計画最終案の審議 　　　

＜スケジュール＞

 10-11月　第２回地域医療協議会　　　　          ： 在宅医療圏等の選定方法の説明・協議

　８　今後の進め方
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 　９月29日　シズケア企画委員会             ： 8/3検討状況報告、地域で決定していくことの提案

    12月　  　第２回医療計画部会、医療審  ： 医療計画素案の審議　

 　12-1月　　パブリックコメント

令和６年

　１月18日　シズケア企画委員会              ： 地域での検討結果報告

　 ２月　　  第３回地域医療協議会           ： 在宅医療圏・積極的医療機関・連携拠点について協議

 　３月　  　第３回医療計画部会、医療審  ： 医療計画最終案の審議 　　　

 10-11月　第２回地域医療協議会　　　  ： 在宅医療圏等の選定方法の説明・協議
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